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連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」およ

び計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」につきまし

ては、法令および定款第 17 条の規定に基づき、インターネット上の当

社ウェブサイト（https://www.tsubaki.co.jp/ja/ir/library/meeting/） 

に掲載することにより株主の皆様に提供しております。 



 

連結株主資本等変動計算書 
 
 

当連結会計年度(自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31日) 

 
（単位：百万円） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 2,945 1,867 21,047 △553 25,306 

当連結会計年度中の 

変動額 
 

 剰余金の配当 ― ― △758 ― △758 

 親会社株主に帰属 

する当期純利益 
― ― 3,177 ― 3,177 

 自己株式の取得 ― ― ― △1 △1 

自己株式の処分 ― ― ― 2 2 

 株主資本以外の項目 

の連結会計年度中 

の変動額（純額） 

― ― ― ― ―

当連結会計年度中の 

変動額合計 
― ― 2,418 0 2,419 

当期末残高 2,945 1,867 23,465 △553 27,726 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主

持  分
純資産合計

その他 

有価証券

評価 

差額金 

繰延 

ヘッジ 

損益 

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る 

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 2,960 △12 13 △91 2,869 200 28,377 

当連結会計年度中の 

変動額 

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △758 

 親会社株主に帰属 

する当期純利益 
― ― ― ― ― ― 3,177 

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △1 

自己株式の処分 ― ― ― ― ― ― 2 

 株主資本以外の項目 

の連結会計年度中 

の変動額(純額) 

△87 △13 61 21 △18 △15 △33 

当連結会計年度中の 

変動額合計 
△87 △13 61 21 △18 △15 2,385 

当期末残高 2,872 △25 74 △69 2,851 185 30,762 
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連結計算書類の連結注記表 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

1．連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数  14 社 

・主要な連結子会社の名称   

株式会社ツバコー・ケー・アイ 

株式会社ツバコー・エス・ケー 

 

（2）非連結子会社の数 ４社 

・TSUBACO (HONG KONG)CO.,LTD. 

・TSUBACO KOREA CO.,LTD. 

・PT. TSUBACO INDONESIA 

・TSUBACO VIETNAM CO.,LTD. 

（連結の範囲から除いた理由）   

当該４社の合計の総資産額、売上高、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等は、

いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

 

2．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法を適用した非連結子会社の数 ４社 

・TSUBACO (HONG KONG) CO.,LTD. 

・TSUBACO KOREA CO.,LTD. 

・PT. TSUBACO INDONESIA 

・TSUBACO VIETNAM CO.,LTD. 

 

（2）持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の直近の事業年度に係る計算書類を使用して

おります。 

 

3．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち TSUBACO SINGAPORE PTE.LTD.、TSUBACO KTE CO.,LTD.、上海椿本商貿有限公司の決算日は 2021

年 12 月 31 日であります。連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。 

ただし、2022 年１月１日から 2022 年３月 31 日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。 

その他の連結子会社の決算日はすべて３月 31 日であり、連結決算日と一致しております。 

 

4．会計方針に関する事項 

（1）資産の評価基準および評価方法 

① 有価証券 

・ その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの･･･････････決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 

市場価格のない株式等･････････････････････移動平均法による原価法 

② 棚卸資産 

ａ 商品及び製品･･･････････････････総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 

ｂ 仕 掛 品･･････････････････････個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定） 
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（2）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産(リース資産を除く) 

主として定率法を採用しております。ただし、1998 年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く) 

      並びに 2016 年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物                15 年～47 年 

機械装置及び運搬具          5 年～12 年 

工具器具及び備品           2 年～15 年 

 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用の 

ソフトウエアについては､社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。 

 

③ リース資産 

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

（3）引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、長期未収入金を含む貸倒 

懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案して、回収不能見込額を計上しております。 
 

② 役員賞与引当金 

子会社の役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 
 

③ 工事損失引当金 

受注工事にかかる将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において、損失の発生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積もることができる工事契約について、その損失見込額を計上することとしております。 
 

④ 役員株式給付引当金 

当社の取締役（社外取締役は除く）及び取締役を兼務しない執行役員への当社株式の交付又は金銭の給付に 

備えるため、役員株式給付信託に関する株式交付規定に基づき当連結会計年度における交付見込額を計上し 

ております。 

 

（4）退職給付に係る会計処理の方法 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、 

期間定額基準によっております。 
 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13 年）による定額法によ 

り費用処理しております。数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（13 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。 
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（5）収益及び費用の計上基準 

当企業グループは、主に機械部品の販売を行う動伝事業、搬送設備等の自動化・省力化・環境対応化商品や 

その付帯サービスの販売を行う設備装置事業、各種不織布及びその加工品や製造機械の販売を行う産業資材事業

を行っております。 

 商品及び製品の販売にかかる収益は、顧客との契約における履行義務を充足した時点で認識しております。た

だし、国内の販売について出荷時から顧客による検収までの期間が通常の期間である場合においては、出荷時に

収益を認識しております。なお、当企業グループが製品及び商品の販売について代理人として関与している場合

には、純額で収益を認識しております。 

 長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗

度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想さ

れる工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。 

 

（6）外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分

に含めております。 

 

（7）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

また、為替予約取引のうち振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用しております。 

 

② ヘッジ手段およびヘッジ対象 

為替予約取引(外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引) 

 

③ ヘッジ方針 

外貨建取引については為替リスクをヘッジする方針であり、投機的な取引は行わない方針であります。 

 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動を直接結び付けて判定しております。 

 

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの 

リスク管理は取引権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財経部にて行っております。 
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２. 会計方針の変更に関する注記 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日）及び「収益認識に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年３月 26 日）（以下「収益認識基準等」という）を当連結会計年度

の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取

ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 

これにより、顧客への商品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識し

ております。また、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から控除しております。さらに、

買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産と

して認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」と

して計上しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第 86 項

に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認

識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。 

この結果、当連結会計年度の売上高は 1,044 百万円、売上原価は 999 百万円減少し、商品及び製品は 45 百万円、

流動負債のその他に含めている有償支給取引に係る負債は 46 百万円増加しております。 

なお、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。 

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」として表示しております。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基

準第 10 号 2019 年７月４日）第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計

方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はあり

ません。 

 

３. 収益認識に関する注記 

1．収益の分解情報 

当企業グループは、営業拠点所在地を中心とした販売エリアで区分しており、販売エリアを国内３エリア（地区）

に区分し、東日本本部、西日本本部、中日本本部として管理をしております。さらに、海外エリア全体については

開発戦略事業と位置付け、産業資材事業及び新商品開発部門を加えた包括的な戦略事業として開発戦略本部として

おります。 

各本部における一時点で移転される財又はサービスの売上高は、東日本本部 27,110 百万円、西日本本部 23,182

百万円、中日本本部 11,784 百万円、開発戦略本部 15,835 百万円であります。 

また、一定の期間にわたり移転される財又はサービスの売上高は、東日本本部 7,762 百万円、西日本本部 9,961

百万円、中日本本部 716 百万円、開発戦略本部 537 百万円であります。 

 

2．収益を理解するための基礎となる情報 

当企業グループの各事業における履行義務に関する情報につきましては、「4．会計方針に関する事項 （5）収

益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。 

  

3．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

（1） 契約資産及び契約負債の残高等 

契約資産は、主に工事契約において、進捗度の測定に基づき認識した収益の対価に対する権利であり、期首残

高は 4,652 百万円、期末残高は 4,743 百万円であります。 

契約負債は、顧客からの前受金であり、期首残高は 2,367 百万円、期末残高は 4,897 百万円であります。また、

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は 921 百万円でありま

す。 
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（2） 残存履行義務に配分した取引価格 

当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、17,756 百万円であります。 

当該残存履行義務は当連結会計年度末から起算して、概ね３年以内に完了し、収益として認識される見込みで

す。 

なお、当初に予想される契約期間が１年以内の契約については、実務上の便法を適用し、注記の対象に含めて

おりません。 

 

４．会計上の見積りに関する注記 

  会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係 

る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

   ・進捗度に基づく売上高 10,714 百万円（当連結会計年度末までに完成した工事を除く）。 
    なお、当連結会計年度末までに完成した工事を含めた金額は、18,978 百万円であります。 

 

５．追加情報 

（株式報酬制度「役員株式交付信託」） 

 当社は、当社の取締役（社外取締役は除く）および取締役を兼務しない執行役員（以下「取締役等」という）を

対象とした株式報酬制度「役員株式交付信託」（以下「本制度」という）を導入しております。 

 本制度に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第 30 号 2015 年３月 26 日）に準じております。 

① 取引の概要 

 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」という）が当社株式を取得し、当

社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付され

る、という株式報酬制度であります。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、取締役等の退任時で

あります。 

② 信託に残存する自社の株式 

 本信託に残存する当社株式を、本信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に自己株

式として計上しております。 

 当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は、192 百万円、株式数は 63,600 株であります。 

 

６．連結貸借対照表に関する注記 

1．担保に供している資産  

投 資 有 価 証 券 ３３９百万円

担保に係る債務金額 ４００百万円

 

2．保 証 債 務 

借入金 

       PT.TSUBACO INDONESIA ４３百万円

為替予約  

       TSUBACO VIETNAM CO.,LTD. １３百万円

 

3．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しております。

当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 

 

貸出コミットメントの総額 ３，０００百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 ３，０００百万円
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７．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

1．発行済株式の種類および総数に関する事項 

株式の種類 

当期首 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当期末 

株式数 

(株) (株) (株) (株) 

普 通 株 式 6,497,969 ― ― 6,497,969

 

2．自己株式の種類および株式数に関する事項 

株式の種類 

当期首 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当期末 

株式数 

(株) (株) (株) (株) 

普 通 株 式 237,658 429 700 237,387

(注) 普通株式の自己株式の株式数には、役員株式交付信託が保有する当社株式（当連結会計年度末 63,600 株）が含

まれております。 

(変動事由の概要） 

増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加                     429株 

 
減少株式数の内訳は、次のとおりであります。 

役員株式交付信託による減少                       700株 

 

3．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

2021年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 569 90.00 2021年３月31日 2021年６月30日 

2021年10月29日 
取締役会 

普通株式 189 30.00 2021年９月30日 2021年12月２日 

(注)１ 2021 年３月期期末配当金の総額には、役員株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金５百万円が含

まれております。 

２ 2021 年 10 月 29 日取締役会決議による配当金の総額には、役員株式交付信託が保有する当社株式に対する

配当金１百万円が含まれております。 

 
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  2022 年６月 29 日開催予定の第 119 回定時株主総会において、次の議案を付議いたします。 

株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

普通株式 758 利益剰余金 120.00 2022年３月31日 2022年６月30日

(注)１ 2022 年３月期期末配当金の総額には、役員株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金７百万円が含

まれております。 

２ 2022 年３月期１株当たり配当額 120.00 円には、記念配当 20.00 円が含まれております。 
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８．金融商品に関する注記 

1．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当企業グループは、資金運用については一時的な余資は安全性の高い短期的な預金等に限定しており、また、資

金調達については事業計画、設備投資計画に基づいた必要運転資金を主に自己資金でまかなっております。デリバ

ティブは、為替の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、１年以内の支払期日であり、顧客の信用リスクに晒

されております。また、その一部の営業債権には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております

が、原則としてその全額について先物為替予約を利用してヘッジしております。 

投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係緊密化のための株式であり、市場価額の変動リスクに晒されてお

ります。 

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。また、その一部の

営業債務には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則としてその全額について先

物為替予約を利用してヘッジしております。 

デリバティブ取引は、外貨建て営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替

予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方

法等については、前述の「会計方針に関する事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。 

(3) 金融商品に係るリスクの管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 

当企業グループは、審査規定に従い、営業債権について、各販売先別にその業容、資力に応じた与信設定を行う

と共に、必要に応じ預り保証金の入手を行うほか、年１回必ずその見直しを実行し、信用状態の継続的な把握を行

う体制としております。 

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関と

のみ取引を行っております。 

当期の連結決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表

されております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社及び在外子会社は、外貨建ての営業債権債務について、個別契約ごとに原則として先物為替予約を利用して

ヘッジしております。なお、為替の状況により、予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債権債務

に対する先物為替予約を行っております。 

投資有価証券は、毎月、時価を把握するとともに、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直して

おります。 

デリバティブ取引については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財経部において集中管理

しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、各部署からの報告に基づき毎月、財経部が資金計画を作成・更新し、資金会議での審議を経て財経部長

がこれを総合し、財経担当役員を経由して取締役会に報告することなどにより、流動性リスクを管理しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約

額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

 

 

 

-　8　-



2．金融商品の時価等に関する事項 

当期の連結決算日である 2022 年３月 31 日現在における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額 373 百万円）は、「その他有価

証券」には含めておりません。また、「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び

買掛金」「電子記録債務」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似であるものであることから、

注記を省略しております。 

(単位：百万円) 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1) 投資有価証券 

その他有価証券 
8,896 8,896 ― 

(2) デリバティブ取引(※1,2) (37） （37） ― 

 

※1 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については、（ ）で示しております。 
 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 
 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下のレベルに分類し

ております。 

レベル 1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル 2 の時価：レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低いレベルに時価を分類しております。 

 

・投資有価証券 

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル 1 の時価に分類しております。 

 

・デリバティブ取引 

時価は取引金融機関から提示された公正価値を使用しているため、レベル 2 の時価に分類しております。なお、

為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該売掛金および当該買掛金の時価に含めております。 

 

 

 

９．１株当たり情報に関する注記 

1．１株当たり純資産額     ４，８８４円１０銭 

2．１株当たり当期純利益      ５０７円５８銭 

 

 

１０．その他の注記 

 

該当事項はありません。 
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株主資本等変動計算書 
 

当事業年度(自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日) 
 
 

（単位：百万円） 

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式
株主資本 

合計 資本 

準備金

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

その他利益剰余金 利益 

剰余金 

合計 
別途 

積立金

繰越利益

剰余金 

当期首残高 2,945 750 1,123 1,873 16,000 2,626 18,626  △553 22,892 

当事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △758 △758  ― △758 

 当期純利益 ― ― ― ― ― 3,082 3,082  ― 3,082 

 別途積立金の積立 ― ― ― ― 2,050 △2,050 ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― △1 △1 

自己株式の処分 ― ― ― ― ― ― ― 2 2 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

(純額) 

― ― ― ― ― ― ― ― ―

当事業年度中の変動額 
合計 

― ― ― ― 2,050 273 2,323  0 2,324 

当期末残高 2,945 750 1,123 1,873 18,050 2,900 20,950  △553 25,216 

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損 益 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 2,830 △12 2,818 25,711

当事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― ― △758

 当期純利益 ― ― ― 3,082

 別途積立金の積立 ― ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ― △1

自己株式の処分 ― ― ― 2

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

(純額) 

△104 △13 △118 △118

当事業年度中の変動額 
合計 

△104 △13 △118 2,205

当期末残高 2,725 △25 2,699 27,916
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計算書類の個別注記表 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1．有価証券の評価基準および評価方法 

(1) その他有価証券 

①市場価格のない株式等以外のもの･････決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

②市場価格のない株式等････････････････移動平均法による原価法 

(2) 子会社株式および関連会社株式･･･････移動平均法による原価法 

 

2．棚卸資産の評価基準および評価方法 

(1) 商品及び製品･･･････････････････････総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定） 

(2) 仕 掛 品･･････････････････････････個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

 

3．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法を採用しております。ただし、1998 年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く) 並びに 2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物………………………………15 年～47 年 

機械……………………………… 5 年～12 年 

車両運搬具………………………       6 年 

工具器具及び備品……………… 2 年～15 年 

 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。ただし、自社利用のソフトウエアについては､社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。 

 

(3) リース資産 

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

4．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により､また、長期未収入金を含む貸

倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案して、回収不能見込額を計上しております。 
 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため､当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。 
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13 年）による定額法

により費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。 

 

(3) 工事損失引当金 

受注工事にかかる将来の損失に備えるため、当事業年度末において、損失の発生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積もることができる工事契約について、その損失見込額を計上することとしております。 
 
(4) 役員株式給付引当金 

当社の取締役（社外取締役は除く）および取締役を兼務しない執行役員への当社株式の交付または金銭の給

付に備えるため、役員株式給付信託に関する株式交付規定に基づき当事業年度における交付見込額を計上し

ております。 
 

5．収益及び費用の計上基準 

当社は、主に機械部品の販売を行う動伝事業、搬送設備等の自動化・省力化・環境対応化商品やその付帯サービ

スの販売を行う設備装置事業、各種不織布及びその加工品や製造機械の販売を行う産業資材事業を行っておりま

す。 

商品及び製品の販売にかかる収益は、顧客との契約における履行義務を充足した時点で認識しております。ただ

し、国内の販売について出荷時から顧客による検収までの期間が通常の期間である場合においては、出荷時に収

益を認識しております。なお、当社が製品及び商品の販売について代理人として関与している場合には、純額で

収益を認識しております。 

長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度

に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想され

る工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。 
 

6．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 
 

7．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替予約取引のうち振当処理の要件を満たしている場合は、振

当処理を採用しております。  
 
(2) ヘッジ手段およびヘッジ対象 

為替予約取引（外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引） 
 
(3) ヘッジ方針 

外貨建取引については為替リスクをヘッジし、投機的な取引は行わない方針であります。 
 
(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動を直接結び付けて判定しております。 
 
(5) その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの 

リスク管理は、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財経部にて行っております。 
 

8．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

・退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこ

れらの会計処理の方法と異なっております。 
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２．会計方針の変更に関する注記 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日）及び「収益認識に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年３月 26 日）（以下「収益認識基準等」という）を当事業年度の

期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る

と見込まれる金額で収益を認識することとしております。 

これにより、顧客への商品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識し

ております。また、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から控除しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益

剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第 86 項に定め

る方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約

に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。 

この結果、当事業年度の売上高は 1,039 百万円、売上原価は 999 百万円減少しております。 

なお、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。 

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」

は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」として表示しております。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第

10 号 2019 年７月４日）第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針

を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。 
 
 
 

３．収益認識に関する注記 

・収益を理解するための基礎となる情報 

連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。 

 
 
 
 

４．会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に

重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

   ・進捗度に基づく売上高 10,945 百万円（当事業年度末までに完成した工事を除く）。 
    なお、当事業年度末までに完成した工事を含めた金額は、19,208 百万円であります。 

 
 
 

５．追加情報 

（株式報酬制度「役員株式交付信託」の導入） 

自社の株式を信託を通じて取締役等に交付する取引については、連結注記表「追加情報」に同一の内容を記載し

ているため、注記を省略しております。 
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６．貸借対照表に関する注記 

1．関係会社に対する短期金銭債権 ８，６５３百万円

2．関係会社に対する短期金銭債務 ２，２８７百万円

3．関係会社に対する長期金銭債権 ２１５百万円

4．担保に供している資産 

投 資 有 価 証 券 ３３９百万円

担保に係る債務金額 ４００百万円

5．保 証 債 務 

取引履行保証  

       TSUBACO SINGAPORE PTE.LTD. ４百万円

借入金 

       PT.TSUBACO INDONESIA ４３百万円

為替予約  

       TSUBACO VIETNAM CO.,LTD. １３百万円

6. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。 

当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 ３，０００百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 ３，０００百万円

 
 
 

７．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

（1）営 業 取 引 

売  上  高 １８，３８１百万円

仕  入  高 ７８６百万円

（2）営業取引以外の取引 ７７２百万円
 
 

８．株主資本等変動計算書に関する注記 
自己株式の数に関する事項 

株式の種類  

当期首 当事業年度 当事業年度   当期末 

株式数 増加株式数 減少株式数   株式数 

(株) (株) (株)   (株) 

普 通 株 式  237,658 429 700   237,387

(注)１ 普通株式の自己株式の株式数には、役員株式交付信託が保有する当社株式（当事業年度末63,600株）が含まれ

ております。 

 (変動事由の概要） 

増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加                     429株 

 
減少株式数の内訳は、次のとおりであります。 

役員株式交付信託への売却による減少                  700株 

 

-　14　-



９．税効果会計に関する注記 

・繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産) 

 貸倒引当金繰入限度超過額 ３３百万円

 未払事業税 ５５百万円

 長期未払金 ６５百万円

 退職給付引当金 ５１３百万円

 保有株式等評価損 ３４３百万円

 繰延ヘッジ損益 １１百万円

 その他 １１０百万円

 小計 １，１３２百万円

評価性引当額 △４５０百万円

 繰延税金資産計 ６８１百万円

 

（繰延税金負債） 
 

 その他有価証券評価差額金 △８７８百万円

 繰延税金負債計 △８７８百万円

 

 繰延税金負債の純額 △１９７百万円
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１０．関連当事者との取引に関する注記 

1．親会社および法人主要株主等 

 

種 類 
会社等 
の名称 

所在地
資本金また
は出資金
(百万円)

事業の内容
または職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

関連当事者 
との関係 

取 引 の 
内 容 

取 引
金 額
(百万円)

科 目
期 末
残 高

(百万円)

主要株主 
㈱椿本 
チエイン 

大阪市
北区 

17,076
機械器具等の
製造・販売

(被所有) 
直接10.7 

各種機材等の 
仕入 

製品の仕入 21,394

電子記録
債務 

および
買掛金

9,587

(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

取引条件の決定方法は、一般取引と同様に市場価格ならびに総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定しております。 

２ 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

 
2．子会社等 

種 類 
会社等 
の名称 

所在地
資本金また
は出資金
(百万円)

事業の内容
または職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関連当事者 
との関係 

取 引 の 
内 容 

取 引
金 額

(百万円)
科 目

期 末
残 高

(百万円)

子会社 
㈱ﾂﾊﾞｺｰ・ 
ｴｽ･ｹｰ 

京都市
下京区

10
機械器具等の
販売・設置

(所有) 
直接100.0 

各種機材等の販売
役員の兼任 

製品の販売 3,063
 

売掛金
 

1,471

子会社 
ﾂﾊﾞｺｰ･ｳｴｽ
ﾄ㈱ 

広島市
東区 

10
機械器具等の
販売・設置

(所有) 
直接100.0 

各種機材等の販売
役員の兼任 

製品の販売 2,152 売掛金 1,126

子会社 
ﾂﾊﾞｺｰ九州
㈱ 

福岡市
博多区

10
機械器具等の
販売・設置

(所有) 
直接100.0 

各種機材等の販売
役員の兼任 

製品の販売 1,534 売掛金 720

子会社 
㈱ﾂﾊﾞｺｰ・ 
ｹｰ･ｱｲ 

横浜市
西区 

40
機械器具等の
販売・設置

（所有） 
直接100.0 

各種機材等の販売 
役員の兼任 

製品の販売 1,715 売掛金 897

(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

取引条件の決定方法は、一般取引と同様に市場価格ならびに総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定しております。 

２ 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

 

3．兄弟会社等 

種 類 
会社等 
の名称 

所在地
資本金また
は出資金
(百万円)

事業の内容
または職業

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合 
(％) 

関連当事者との関係 
取 引 の 
内 容 

取 引
金 額
(百万円)

科 目
期 末
残 高

(百万円)

主要株主 
の子会社 

㈱椿本バル
クシステム 

大阪府
豊中市

150
機械器具等の
製造・販売

― 各種機材等の仕入 製品の仕入 3,443

電子記録
債務 

および
買掛金

1,504

(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

取引条件の決定方法は、一般取引と同様に市場価格ならびに総原価を勘案し、価格交渉のうえ決定しております。 

２ 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 
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１１．１株当たり情報に関する注記 

1．１株当たり純資産額    ４，４５９円１３銭 

2．１株当たり当期純利益     ４９２円３９銭 

 

１２．その他の注記 

該当事項はありません。 
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